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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

連結経営指標等

　

回次
第97期
第２四半期
連結累計期間

第98期
第２四半期
連結累計期間

第97期
第２四半期
連結会計期間

第98期
第２四半期
連結会計期間

第97期

会計期間

自  平成20年
    ４月１日
至  平成20年
    ９月30日

自  平成21年
    ４月１日　
至  平成21年
    ９月30日

自  平成20年
    ７月１日
至  平成20年
    ９月30日

自  平成21年
    ７月１日
至  平成21年
    ９月30日

自  平成20年
    ４月１日
至  平成21年
    ３月31日

売上高 (百万円) 172,088113,598 88,919 58,444 289,102

経常利益 (百万円) 7,154 6,554 2,040 3,722 757

四半期純利益又は四半期
(当期)純損失（△）

(百万円) 2,054 3,963 △1,263 2,711 △5,307

純資産額 (百万円) ― ― 172,152158,542151,662

総資産額 (百万円) ― ― 351,287310,479302,948

１株当たり純資産額 (円) ― ― 938.96 868.93 831.11

１株当たり四半期純利益金額
又は四半期(当期)純損失金額
（△）

(円) 11.41 22.26 △7.04 15.23 △29.61

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) ― ― 47.9 49.8 48.8

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 2,826 25,048 ― ― 17,613

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △8,319 △13,182 ― ― △16,675

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 747 △9,516 ― ― 8,099

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) ― ― 16,569 32,128 29,450

従業員数 (人) ― ― 3,411 3,464 3,415

(注) １　当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載してお

りません。

２　売上高には消費税等は含まれておりません。

３　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

なお、第97期第２四半期連結会計期間および第97期の潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額

については、１株当たり四半期(当期)純損失を計上しており、また、潜在株式が存在しないため、記載してお

りません。
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２ 【事業の内容】

当第２四半期連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容につい

て、重要な変更はありません。また、主要な関係会社についても異動はありません。

　

　

３ 【関係会社の状況】

当第２四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

　

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社における状況

平成21年９月30日現在

従業員数(人) 3,464

(注)　従業員数は、就業人員数であります。

　

　

(2) 提出会社の状況

平成21年９月30日現在

従業員数(人) 1,924

(注)　従業員数は、就業人員数であります。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当第２四半期連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメント毎に示すと、次のとおりであ

ります。
　

事業の種類別セグメントの名称 金額(百万円) 前年同四半期比（％）

　基礎化学品事業 21,304 △ 37.0

　機能性化学品事業 27,204 △ 16.8

　環境・触媒事業 2,240 △ 78.0

合計 50,748 △ 33.8

　 (注) １　金額は、販売価格によっております。
　 ２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(2) 受注状況

当社グループは、主として見込生産を行っているため、受注状況は記載しておりません。

　

(3) 販売実績

当第２四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメント毎に示すと、次のとおりであ

ります。
　

事業の種類別セグメントの名称 金額(百万円) 前年同四半期比（％）

　基礎化学品事業 23,877 △ 34.5

　機能性化学品事業 31,896 △ 24.6

　環境・触媒事業 2,671 △ 73.7

合計 58,444 △ 34.3

 　(注)　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

２ 【事業等のリスク】

当第２四半期連結会計期間において、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変動

等はありません。また、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更

はありません。

　

３ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 経営成績の分析

当第２四半期連結会計期間におけるわが国経済は、輸出や生産など一部に持ち直しの動きが見られる

ものの、雇用情勢の急速な悪化や設備投資の減少などにより、先行きが不透明ななかで推移しました。

　化学工業界におきましては、中国など新興国での需要が拡大したものの、急激な円高や原料価格の高騰

などにより、引き続き厳しい事業環境のなかで推移しました。

　このような状況のもと、当社グループの売上高は、世界的に需要が伸び悩むなかで販売数量が減少し、更

には、大幅な原料価格安、需給バランスの緩み、円高等によって製品価格も大幅に低下したため、前第２四

半期連結会計期間に比べて304億７千５百万円減収(△34.3％)の584億４千４百万円となりました。

　利益面につきましては、製造経費、販売費および一般管理費等の各種経費削減を推し進め、より一層の収

益改善に取り組んだ結果、製品価格低下や生産・販売数量減少等の減益要因をカバーし、営業利益は前第

２四半期連結会計期間に比べて14億３千５百万円増益(66.4％)の35億９千６百万円となりました。

　経常利益は、営業外損益が為替差損の減少等により前第２四半期連結会計期間に比べて２億４千７百万

円増益となったため、16億８千２百万円増益(82.4％)の37億２千２百万円となりました。

　四半期純利益は、前第２四半期連結会計期間に計上した特別損失（投資有価証券評価損等）がなくなっ

たことにより、前第２四半期連結会計期間に比べて39億７千４百万円増益の27億１千１百万円となりま

した。

　

当第２四半期連結会計期間の事業の種類別、所在地別セグメントの業績は、次のとおりであります。

　

◎事業の種類別セグメント

(基礎化学品事業)

アクリル酸およびアクリル酸エステルは、原料価格安や円高等により販売価格が低下したため、減収と

なりました。

　酸化エチレンおよび高級アルコールは、原料価格安に連動して販売価格が低下したため、減収となりま

した。

　エチレングリコールおよびエタノールアミンは、需給バランスの緩み等によって、販売価格、販売数量共

に低下したため、減収となりました。

　以上の結果、基礎化学品事業の売上高は、前第２四半期連結会計期間に比べて34.5％減少し、238億７千

７百万円となりました。

　営業利益は、各種経費削減を進めたものの、生産・販売数量減少や製品価格低下等の影響が大きかった

ため、前第２四半期連結会計期間に比べて5.9％減少し、11億７千６百万円となりました。

　

(機能性化学品事業)

高吸水性樹脂は、原料価格安や円高等により販売価格が低下したことに加えて、販売数量も減少したた

め、減収となりました。

　コンクリート混和剤用ポリマー、特殊エステル、無水マレイン酸、洗剤原料および樹脂改質剤は、原料価

格安等による販売価格低下の影響が大きかったため、減収となりました。

　粘接着剤・塗料用樹脂、粘着加工品および よう素化合物は、販売数量が減少したため、減収となりまし

た。

　電子情報材料は、ほぼ前第２四半期連結会計期間並みに推移しました。
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以上の結果、機能性化学品事業の売上高は、前第２四半期連結会計期間に比べて24.6％減少し、318億９

千６百万円となりました。

　営業利益は、生産・販売数量が減少したものの、原料価格安や各種経費削減等による収益性の改善が進

んだことにより、前第２四半期連結会計期間に比べて16億１千７百万円増加し、22億７千２百万円となり

ました。

　

(環境・触媒事業)

自動車触媒は、販売数量の減少に加えて、貴金属価格安に連動して販売価格も低下したため、大幅な減

収となりました。

　プロセス触媒、脱硝触媒および排水処理触媒は、販売数量が減少したため、減収となりました。

　以上の結果、環境・触媒事業の売上高は、前第２四半期連結会計期間に比べて73.7％減少し、26億７千１

百万円となりました。

　営業利益は、プロセス触媒等の生産・販売数量減少の影響が大きかったため、前第２四半期連結会計期

間に比べて１億３千１百万円減少し、８千万円となりました。

　

◎所在地別セグメント

(日本)

需要低迷による販売数量の減少に加えて、原料価格安等により製品価格も低下したため、売上高は前第

２四半期連結会計期間に比べて34.1％減少し、418億６千４百万円となりました。

　営業利益は、各種経費削減を進めた結果、生産・販売数量減少や製品価格低下等の減益要因をカバーし、

前第２四半期連結会計期間に比べて24.7％増加し、28億円となりました。

　

(欧州)

高吸水性樹脂の販売数量が減少し、原料価格安や円高等により販売価格も低下したため、売上高は前第

２四半期連結会計期間に比べて31.9％減少し、78億５千７百万円となりました。

　営業利益は、原料価格安等で収益性が改善したことにより、前第２四半期連結会計期間に比べて２億２

千７百万円増加し、１億５百万円となりました。

　

(アジア)

コンクリート混和剤用ポリマー、アクリル酸およびアクリル酸エステルの販売数量は増加したものの、

高吸水性樹脂の販売数量が減少し、更には、原料価格安や円高等により販売価格も低下したため、売上高

は前第２四半期連結会計期間に比べて38.9％減少し、55億２千３百万円となりました。

　営業利益は、高吸水性樹脂の生産・販売数量が減少したものの、アクリル酸およびアクリル酸エステル

の増販効果等によりカバーし、前第２四半期連結会計期間に比べて１億２千１百万円増加し、２億４千６

百万円となりました。

　

(その他の地域)

高吸水性樹脂は販売価格の是正を進めたものの、販売数量減少の影響が大きかったため減収となりま

した。コンクリート混和剤用ポリマーは販売数量が減少し、更には、原料価格安や円高等により販売価格

も低下したため減収となりました。一方、洗剤原料はほぼ前第２四半期連結会計期間並みに推移しまし

た。その結果、売上高は前第２四半期連結会計期間に比べて33.4％減少し、32億円となりました。

　営業利益は、販売価格の是正や原料価格安等により高吸水性樹脂の収益性が改善したことで、６億４千

８百万円増加しましたが、６千８百万円の赤字となりました。
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(2) 財政状態の分析

総資産は、第１四半期連結会計期間末に比べて１億９千４百万円減少の3,104億７千９百万円となりま

した。売上債権や有形固定資産は増加したものの、現金及び預金やたな卸資産が減少したことなどによる

ものです。

負債は、第１四半期連結会計期間末に比べて25億３千４百万円減少の1,519億３千８百万円となりまし

た。仕入債務は増加したものの、借入金が減少したことなどによるものです。

純資産は、第１四半期連結会計期間末に比べて23億４千万円増加の1,585億４千２百万円となりまし

た。利益剰余金が増加したことなどによるものです。

自己資本比率は、第１四半期連結会計期間末の49.0％から49.8％へと0.8ポイント増加しました。なお、

１株当たり純資産額は、第１四半期連結会計期間末に比べて13.19円増加の868.93円となりました。

　
　

(3) キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、設備投資等の投資活動によるキャッ

シュ・フローの支出及び借入金返済等の財務活動によるキャッシュ・フローの支出が営業活動による

キャッシュ・フローを上回った結果、第１四半期連結会計期間末に比べて35億３千５百万円減少の321億

２千８百万円となりました。

　

　(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動によるキャッシュ・フローは、前第２四半期連結会計期間の１億９千４百万円の支出に対

し、95億９千２百万円の収入となりました。税金等調整前四半期純損失から純利益へと転じたことや仕

入債務の増加などによるものです。

　

　(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動によるキャッシュ・フローは、前第２四半期連結会計期間の43億２千６百万円の支出に対

し、83億１千４百万円の支出となりました。有形固定資産の取得による支出が増加したことなどによる

ものです。

　

　(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動によるキャッシュ・フローは、前第２四半期連結会計期間の26億５千３百万円の支出に対

し、48億１千６百万円の支出となりました。借入金返済による支出が増加したことなどによるもので

す。

EDINET提出書類

株式会社日本触媒(E00811)

四半期報告書

 7/38



(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について、重要な変更又は新たな

発生はありません。

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内

容等(会社法施行規則第118条第３号に掲げる事項)は次のとおりであります。

　当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)について

当社は、当社の企業価値および株主共同の利益向上のための中長期経営計画「テクノアメニティＶ

３」の遂行を不当に阻害する濫用的な買収等に対しては、企業価値および株主共同の利益向上を実現す

るため、適切な対応策を講じる必要があると考えます。 

　そのため、当社は、平成19年５月８日開催の取締役会で、特定株主グループ(注１)による当社の議決権割

合(注２)が20％以上となる当社株券等(注３)の大規模買付行為（以下、単に「大規模買付行為」といい

ます）に関する対応策（買収防衛策：以下「本ルール」といいます）を導入することを決議しました。

本ルールは、平成19年６月20日開催の定時株主総会に提出、承認され現在も継続しております。
　

ⅰ) 本ルールの概要

本ルールの主眼は、当社株券等の大規模買付行為又はその提案を行う特定株主グループ（以下「大規

模買付者」といいます）が現れた場合、その大規模買付行為を受け入れるか、又は当社による対抗措置の

発動を行うかを当社株主にお伺いし、株主に決めていただくことにあります。即ち、大規模買付行為又は

その提案に対し、当社株主が適切な判断を行えるように、必要かつ十分な時間を確保し、当社取締役会が、

大規模買付者と交渉を行うことにより、十分な情報を提供させ、これを評価・検討し、当社取締役会とし

ての意見を取りまとめて開示するとともに、当社取締役会としての代替案も合わせて提示して、株主総会

を通じて、株主に直接、当社の企業価値を安定的かつ継続的に維持・向上させることに資する適切な判断

を行っていただきます。 

　本ルールは具体的には次の手順に従って進められます。 
　

① 特定株主グループによる当社の議決権割合が20％以上となる当社株券等の買付け等(注４)又は公開

買付(注５)を実施しようとする者が存在する場合には、事前に当社取締役会宛てに「意向表明書」及

び当社が定める大規模買付情報を提供していただきます。

② 当社取締役会は提出された大規模買付情報を検証し、必要があれば、大規模買付行為の内容の改善等

のため大規模買付者と交渉を行います。

③ 当社株主に、大規模買付者提案と当社取締役会作成の代替案を比較可能な状態で開示いたします。

④ 大規模買付者が本ルールの手続きを遵守し、必要且つ十分な買付行為の情報を提供してきた場合に

は、当該提案を受け入れるかどうかについて、株主総会を通して、株主の判断を仰ぎます。

⑤ 大規模買付者提案を否認するとの株主総会での判断を得られた場合、当社取締役会は大規模買付者に

対する対抗措置を発動し、大規模買付者を除く当社株主のみが行使可能な新株予約権の無償割当を行

います。一方、株主総会で大規模買付者提案を受け入れるとの判断がなされた場合には、当社は対抗措

置を発動させず、大規模買付者による当社株式の取得が進められることになります。
　
なお、大規模買付者が本ルールの手続きを遵守しない場合、又は当社取締役会が当社の企業価値を著し

く毀損することが明らかであると判断した場合には、当社取締役会はその判断の根拠を明らかにした上

で、速やかに対抗措置を発動します。
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ⅱ) 本ルールの特徴

① 本ルールは「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針(平成17年

５月27日付け、経済産業省・法務省発表)」の三原則[(１)企業価値・株主共同の利益の確保・向上の

原則、(２)事前開示・株主意思の原則、(３)必要性・相当性確保の原則]に則っております。

② さらに、本ルールは「買収防衛策の導入に係る上場制度の整備等に伴う株券上場審査基準等の一部改

正について(平成18年３月７日付け、㈱東京証券取引所及び平成18年３月31日付け、㈱大阪証券取引所

発表)」に準拠しております。

③ 本ルールは当社株主の意思により買付者提案の可否を判断いただくためのもので、経営者の保身のた

め、または経営者の恣意的な判断に依拠するものではありません。

④ 独立性の高い社外者の判断の重視 

　本ルールでは、大規模買付行為が当社株主全体の利益を著しく損なう可能性があると当社取締役会

が判断した場合(注６)に、株主総会の決議によらず、当社取締役会の決議により対抗措置が発動され

る可能性があります。この場合においては、当社取締役会の恣意性を排除するために、当社取締役会か

ら独立した組織として、外部委員会(注７)を設置することとしております。 

　外部委員会は、当社取締役会の諮問を受けて、特定の大規模買付行為が当社株主全体の利益を著しく

損なうことが明らかであるか否かの検討及び判断を行い、対抗措置の発動又は不発動を当社取締役会

に勧告します。当社取締役会は、外部委員会の勧告を最大限に尊重して、対抗措置の発動又は不発動を

決定いたします。外部委員会の勧告の概要及び判断の理由および外部委員会の勧告に基づく当社取締

役会の決定の理由については適時に株主に開示いたします。 

⑤ 本ルールの有効期間は、株主総会の決議を得た後、３年以内に終了する最終の事業年度に関する定時

株主総会まで（平成22年６月開催の定時株主総会終結時）であります。本ルールの継続については、

その時点で定時株主総会の決議を得なければならないものとし、以後も同様であります。但し、当社取

締役会はいつでもこれを廃止することができるものとします。
　

ⅲ) 株主・投資家に与える影響等

① 本ルールが株主・投資家に与える影響等 

　本ルールの導入時点においては、新株予約権の発行自体は行われませんので１株あたりの株式の価

値に希釈化が生じることはありません。 

② 対抗措置発動時に株主・投資家に与える影響 

　大規模買付者が本ルールを遵守しなかった場合、大規模買付者が本ルールを遵守した場合であって

も、当該大規模買付者が当社株主全体の利益を著しく損なうことが明らかであると認められ、当社取

締役会が、当社及び当社株主全体の利益を守ることを目的として対抗措置をとる場合、及び大規模買

付者が本ルールを遵守したものの株主総会において新株予約権の無償割当に関する議案が承認され

た場合、新株予約権の無償割当が行われることになります。しかし、当該対抗措置の仕組上、当社株主

（非適格者(注８)を除きます）が法的権利又は経済的側面において格別の損失を被るような事態が

生じることは想定しておりません。当社取締役会が具体的対抗措置をとることを決定した場合には、

適用ある法令等及び証券取引所規則に従って、適時適切な開示を行います。
　
(注１)特定株主グル－プとは、

① 当社の株券等（金融商品取引法第27条の23第１項に規定する株券等をいいます）の保有者（同法第27条の23第１

項に規定する保有者をいい、同条第３項に基づき保有者とみなされる者を含みます）及びその共同保有者（同法第

27条の23第５項に規定する共同保有者をいい、同条第６項に基づき共同保有者とみなされる者を含みます） 

又は、 

② 当社の株券等（同法第27条の２第１項に規定する株券等をいいます）の買付け等（同法第27条の２第１項に規定

する買付け等をいい、取引所有価証券市場において行われるものを含みます）を行う者及びその特別関係者（同法

第27条の２第７項に規定する特別関係者をいいます）を意味します。
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(注２) 議決権割合とは、

① 特定株主グループが、注１の①記載の場合は、当該保有者の株券等保有割合（同法第27条の23第４項に規定する株

券等保有割合をいいます。この場合においては、当該保有者の共同保有者の保有株券等の数（同項に規定する保有

株券等の数をいいます）も計算上考慮されるものとします） 

又は、 

② 特定株主グループが、注１の②記載の場合は、当該大量買付者及びその特別関係者の株券等所有割合（同法第27条

の２第８項に規定する株券等所有割合をいいます）の合計をいいます。
　

(注３)株券等とは、

① 特定株主グループが、注１の①記載の場合は、同法第27条の23第１項に規定する株券等を 

又は、 

② 特定株主グループが、注１の②記載の場合は、同法第27条の２第１項に規定する株券等を意味します。
　
(注４)買付け等とは、同法第27条の２第１項に規定する買付け等をいい、取引所有価証券市場において行われるものを

含みます。
　
(注５)公開買付けとは、同法第27条の２第６項に規定する公開買付けを意味します。
　

(注６)当社株主全体の利益を著しく損なうと判断される場合とは、次のとおりです。

① 真に当社の経営に参加する意思がないにもかかわらず、株価を吊り上げて高値で当社関係者に株式を引き取らせる

目的で当社株式の買付けを行っていると判断される場合（いわゆるグリーンメーラー）

② 当社の経営を一時的に支配して、当社の事業経営上必要な不動産、動産、知的財産、ノウハウ、企業秘密情報、主要取

引先又は顧客等の当社の資産を大規模買付者又はそのグループ会社等に委譲させる目的で当社株式の買付を行っ

ていると判断される場合

③ 当社の経営を支配した後に、当社の資産を大規模買付者又はそのグループ会社等の債務の担保や弁済原資として流

用する予定で、当社株式の買付を行っていると判断される場合

④ 当社の経営を一時的に支配して、当社の事業に当面関係しない不動産、有価証券等の高額資産等を売却等によって

処分させ、その処分利益をもって一時的な高配当をさせるか、あるいは一時的高配当による株価の上昇の機会を

狙って当社株式の高値売り抜けをする目的で当社株式の買付を行っていると判断される場合

⑤ 大規模買付者の提案する当社株式の買付方法が、強圧的二段階買収（最初の買付で全株式の買付を勧誘することな

く、二段目の買付条件を不利に設定し、あるいは明確にしないで、公開買付等の株式買付を行うことをいう）など、

株主の判断の機会又は自由を制約し、事実上、株主に当社株式の売却を強要する恐れがあると判断される場合（但

し、部分的公開買付であることをもって当然にこれに該当するものではない。）

⑥ 大規模買付者の経営陣又は主要株主に反社会的勢力と関係する者が含まれている場合等、大規模買付者が公序良俗

の観点から当社の支配株主として不適切であると合理的な根拠をもって判断される場合
　

(注７)外部委員会の構成、資格要件、決議方法、役割等は、次のとおりです。

① 外部委員会の構成、資格要件、決議方法 

　３名以上で構成され、当社の業務執行を行う経営陣から独立している社外監査役（それらの補欠者を含む）及び

社外有識者（弁護士、公認会計士、学識経験者等）から、当社取締役会により選任されます。 

　外部委員会の決議は、原則として現任の委員全員が出席し、その過半数をもってこれを行います。但し、外部委員会

の委員に事故あるときその他やむを得ない事情があるときは、外部委員会の委員の過半数が出席し、その過半数を

もってこれを行います。 

② 外部委員会の役割等　 

　当社取締役会は、特定の大規模買付行為が当社株主全体の利益を著しく損なう可能性があると判断した場合には、

外部委員会に対して、大規模買付情報を提供するとともに、かかる大規模買付行為が当社株主全体の利益を著しく

損なうことが明らかであるか否かの検討及び判断を諮問します。外部委員会は、かかる判断及び検討にあたり、当社

の費用において、独立した第三者（ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他

の専門家を含む）の助言を得ることができます。外部委員会は、当社取締役会の諮問を受けて、かかる検討及び判断

を行い、対抗措置の発動又は不発動を当社取締役会に勧告します。当社取締役会は、かかる勧告を最大限に尊重した

うえで、当該大規模買付行為に対する対抗措置を発動するか否かを決定します。当社取締役会は、外部委員会の勧告

の概要及び判断の理由並びに当社取締役会が諮問を行った理由及び外部委員会の勧告に基づく当社取締役会の決

定の理由等について適時に株主に開示を行います。 
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　当社取締役会から外部委員会への諮問は、当社取締役会が大規模買付情報を受領後10営業日以内に行われるもの

とします。但し、充分な大規模買付情報の提供がない場合は、この期間が延長されることがあります。また、外部委員

会は、当社取締役会からの諮問を受けた後、10営業日以内に当社取締役会に対して対抗措置の発動又は不発動の勧

告を行うものとし、当社取締役会はかかる勧告の受領後５営業日以内に対抗措置を発動するか否かを決定するもの

とします。 
　

(注８)非適格者とは、次の者をいいます。

(1)　(ⅰ)特定大量保有者、(ⅱ)特定大量保有者の共同保有者、(ⅲ)特定大量買付者、(ⅳ)特定大量買付者の特別関係者、

若しくは(ⅴ)これら(ⅰ)乃至(ⅳ)に該当する者から新株予約権を当社取締役会の承認を得ることなく譲受け若しく

は承継した者、又は、(ⅵ)これら(ⅰ)乃至(ⅴ)に該当する者の関連者。 

なお、上記に用いられる用語は次のとおり定義されます。 

① 「特定大量保有者」とは、当社が発行者である株券等（金融商品取引法第27条の23第１項に定義される。）の保有

者（同法第27条の23第１項に規定する保有者をいい、同条第３項に基づき保有者とみなされる者を含む。）で、当該

株券等に係る株券等保有割合（同法第27条の23第４項に定義される。）が20％以上である者をいう。

② 「共同保有者」とは、金融商品取引法第27条の23第５項に定義される共同保有者を指し、同条第６項に基づき共同

保有者とみなされる者を含む。

③ 「特定大量買付者」とは、公開買付け（金融商品取引法第27条の２第６項に定義される。）によって、当社が発行者

である株券等（同法第27条の２第１項に定義される。）の買付け等（同法第27条の２第１項に定義される。）を行

う旨の公告を行った者で、当該買付け等の後におけるその者の所有（これに準ずる金融商品取引法施行令第７条第

１項に定める場合を含む。）に係る株券等の株券等所有割合（同法第27条の２第８項に定義される。）がその者の

特別関係者の株券等所有割合とを合計して20％以上となる者をいう。

④ 「特別関係者」とは、金融商品取引法第27条の２第７項に定義される者をいう。但し、同項第１号に掲げる者につい

ては、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第３条第１項で定める者を除く者をい

う。

⑤ ある者の「関連者」とは、実質的にその者を支配し、その者に支配され若しくはその者と共同の支配下にある者と

して当社取締役会が認めた者、又はその者と協調して行動する者として当社取締役会が認めた者をいう。なお、「支

配」とは、他の会社等の「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」（会社法施行規則第３条に定義され

る。）をいう。

(2)　上記(1)にかかわらず、当社取締役会又は当社株主総会が新株予約権無償割当決議において、その者が当社の株券等

を取得・保有することが当社の企業価値又は株主共同の利益に反しないとして別途定めた所定の者又は当社の企業

価値又は株主共同の利益に反しないと認めるための条件を定めた場合は、当該条件を全て満たした者は、非適格者に

該当しないものとします。
　

(注９)法令の改正等による修正

　上記で引用する法令の規定は、平成19年５月８日現在施行されている規程を前提としているものであり、同日以

後、法令の新設または改廃により、上記各項に定める条項ないし用語の意義等に修正を加える必要が生じた場合に

は、当社取締役会において、当該新設または改廃の主旨を考慮の上、上記各項に定める条項ないし用語の意義等を適

宜合理的な範囲内で読み替えることができるものとします。
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本ルールの概要は、以下のとおりです。

本ルールの概要

　

　
　※　大規模買付者が意向表明書を提出しない場合を含め、大規模買付者が本ルールを遵守しない場合には、当社取締役

会の決議により対抗措置が発動されます。

　※　外部委員会とは「当社株主全体の利益を著しく毀損する大規模買付行為」に該当するかどうかを検討及び判断し、

当社取締役会に対し、対抗措置の発動又は不発動の勧告を行うものであります。当社取締役会は、外部委員会の勧

告を最大限尊重したうえで、対抗措置を発動するか否かを決定します。なお、当社取締役会が不発動の決定を行っ

た場合には、本ルールに則って株主総会が開催され、株主に対抗措置の発動、又は不発動につきご判断いただくこ

ととなります。
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(5) 研究開発活動

当第２四半期連結会計期間において、研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

　なお、当第２四半期連結会計期間の研究開発費の総額は26億４百万円であります。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第２四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

当第２四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設の計画は、次のとおりでありま

す。

会社名
事業所名

(所在地)

事業の種類別

セグメントの

名称

設備の内容

投資予定額

（百万円） 資金調達

方法
着手年月

完工予定

年月

完成後の

増加能力
総額 既支払額

エヌエイ・

インダスト

リーズInc.

アメリカ合

衆国(パサデ

ナ市)

機能性化学品
高吸水性樹脂

製造設備
9,000 -

自己資金

及び

借入金

平成

22年10月

平成

24年６月
60,000トン／年

　

当第２四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の除却の計画は、次のとおりでありま

す。

会社名
事業所名

(所在地）

事業の種類別

セグメントの名称
設備の内容

帳簿価額

(百万円)
除却の予定年月 除却による減少能力

エヌエイ・インダス

トリーズInc.

アメリカ合衆国

(チャタヌガ市)
機能性化学品

高吸水性樹脂

製造設備
０ 平成24年後半 60,000トン／年

(注)　当該設備については、前連結会計年度において減損損失を計上し、備忘価額まで減額しております。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】
　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 424,000,000

計 424,000,000

　

② 【発行済株式】
　

種類
第２四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成21年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成21年11月９日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 187,000,000187,000,000
東京証券取引所
大阪証券取引所
(各市場第一部)

単元株式数　1,000株

計 187,000,000187,000,000― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

　

(3) 【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成21年７月１日～　　
　平成21年９月30日

― 187,000,000― 16,529 ― 13,562
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(5) 【大株主の状況】

平成21年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

住友化学株式会社 東京都中央区新川二丁目27―１ 19,484 10.41

新日本石油株式会社 東京都港区西新橋一丁目３―12 10,645 5.69

日本トラスティ・サービス
信託銀行株式会社（信託口)

東京都中央区晴海一丁目８―11 9,318 4.98

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社(信託口)

東京都港区浜松町二丁目11―３ 7,116 3.80

株式会社りそな銀行 大阪市中央区備後町二丁目２―１ 6,867 3.67

三洋化成工業株式会社 京都市東山区一橋野本町11―１ 6,338 3.38

株式会社みずほコーポレート銀行 東京都千代田区丸の内一丁目３―３ 4,744 2.53

日本トラスティ・サービス
信託銀行株式会社（信託口９)

東京都中央区晴海一丁目８―11 4,168 2.22

東洋インキ製造株式会社 東京都中央区京橋二丁目３―13 3,988 2.13

日本生命保険相互会社 大阪市中央区今橋三丁目５―12 3,945 2.10

計 ― 76,615 40.97

(注) １　上記のほか当社所有の自己株式が8,970千株(4.79％)があります。

(注) ２　当第２四半期会計期間において、株式会社りそな銀行から平成21年９月24日付の大量保有報告書の写しの送

付があり、平成21年９月15日現在で以下の株式を所有している旨の報告を受けましたが、実質所有状況の確

認ができておりません。

なお、大量保有報告書の内容は、以下のとおりであります。

氏名又は名称 住所
保有株券等の数

(株)

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合(％)

株式会社りそな銀行 大阪市中央区備後町二丁目２―１ 9,890,196 5.29

　

(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】
平成21年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)
 普通株式　　8,970,000
(相互保有株式)
 普通株式　　　 32,000

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式　177,077,000 177,077 ―

単元未満株式 普通株式　　　921,000 ― ―

発行済株式総数 187,000,000― ―

総株主の議決権 ― 177,077 ―

(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式17株が含まれております。
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② 【自己株式等】
平成21年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
株式会社日本触媒

大阪市中央区高麗橋
　　　　 四丁目１番１号

8,970,000― 8,970,0004.79

(相互保有株式)
日本乳化剤株式会社

東京都中央区
　 日本橋小舟町４番１号

32,000 ― 32,000 0.01

計 ― 9,002,000― 9,002,0004.81

(注)　株主名簿上、当社名義であるが実質的に所有していない株式はありません。

　

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別 平成21年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高(円) 664 781 793 779 920 895

最低(円) 601 600 693 698 758 774

(注)　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありませ

ん。
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第５ 【経理の状況】

１  四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

　前第２四半期連結会計期間(平成20年７月１日から平成20年９月30日まで)及び前第２四半期連結累計期

間(平成20年４月１日から平成20年９月30日まで)は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第２四

半期連結会計期間(平成21年７月１日から平成21年９月30日まで)及び当第２四半期連結累計期間(平成21

年４月１日から平成21年９月30日まで)は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しておりま

す。

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第２四半期連結会計期間(平成20年７月１

日から平成20年９月30日まで)及び前第２四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成20年９月30日ま

で)に係る四半期連結財務諸表について、また、当第２四半期連結会計期間(平成21年７月１日から平成21年

９月30日まで)及び当第２四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21年９月30日まで)に係る四半

期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 32,327 29,925

受取手形及び売掛金 56,213 52,904

商品及び製品 20,770 21,363

仕掛品 6,663 7,068

原材料及び貯蔵品 11,340 13,930

その他 9,435 12,961

貸倒引当金 △213 △251

流動資産合計 136,535 137,900

固定資産

有形固定資産

機械装置及び運搬具（純額） 42,585 45,382

その他（純額） 82,940 74,103

減損損失累計額 △3,084 △3,031

有形固定資産合計 ※1, ※2
 122,441

※1, ※2
 116,454

無形固定資産

のれん ※3
 1,613

※3
 1,848

その他 2,363 2,140

無形固定資産合計 3,976 3,987

投資その他の資産

投資有価証券 31,651 27,988

その他 16,198 16,944

貸倒引当金 △322 △324

投資その他の資産合計 47,527 44,607

固定資産合計 173,944 165,048

資産合計 310,479 302,948

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 31,723 23,196

短期借入金 26,394 28,950

1年内返済予定の長期借入金 9,185 12,614

1年内償還予定の社債 5,000 5,000

未払法人税等 544 405

引当金 4,521 4,164

その他 11,747 12,514

流動負債合計 89,113 86,842

固定負債

社債 15,000 15,000

長期借入金 36,938 38,775

退職給付引当金 8,478 8,465

その他 2,408 2,205

固定負債合計 62,824 64,444

負債合計 151,938 151,286
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 16,529 16,529

資本剰余金 13,562 13,562

利益剰余金 135,495 132,778

自己株式 △7,977 △7,970

株主資本合計 157,609 154,900

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 2,088 41

繰延ヘッジ損益 △95 △155

為替換算調整勘定 △4,935 △6,842

評価・換算差額等合計 △2,941 △6,955

少数株主持分 3,874 3,717

純資産合計 158,542 151,662

負債純資産合計 310,479 302,948
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年９月30日)

売上高 172,088 113,598

売上原価 146,604 91,030

売上総利益 25,483 22,568

販売費及び一般管理費

運送費及び保管費 7,752 5,869

人件費 ※1
 3,486

※1
 3,456

研究開発費 ※2
 5,473

※2
 4,861

その他 2,953 2,490

販売費及び一般管理費合計 19,664 16,675

営業利益 5,820 5,893

営業外収益

受取利息 124 84

受取配当金 523 265

持分法による投資利益 619 634

受取技術料 437 207

不動産賃貸料 － 504

その他 1,464 419

営業外収益合計 3,167 2,114

営業外費用

支払利息 739 679

為替差損 433 243

その他 661 531

営業外費用合計 1,833 1,453

経常利益 7,154 6,554

特別損失

投資有価証券評価損 1,974 －

損害賠償金 246 －

特別損失合計 2,221 －

税金等調整前四半期純利益 4,933 6,554

法人税、住民税及び事業税 2,006 294

法人税等調整額 774 2,233

法人税等合計 2,779 2,527

少数株主利益 100 65

四半期純利益 2,054 3,963
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【第２四半期連結会計期間】
（単位：百万円）

前第２四半期連結会計期間
(自 平成20年７月１日
　至 平成20年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自 平成21年７月１日
　至 平成21年９月30日)

売上高 88,919 58,444

売上原価 76,921 46,456

売上総利益 11,998 11,989

販売費及び一般管理費

運送費及び保管費 3,970 3,072

人件費 ※1
 1,713

※1
 1,695

研究開発費 ※2
 2,666

※2
 2,404

その他 1,489 1,222

販売費及び一般管理費合計 9,837 8,393

営業利益 2,161 3,596

営業外収益

受取利息 59 41

受取配当金 11 6

持分法による投資利益 220 376

受取技術料 356 164

不動産賃貸料 － 242

その他 577 295

営業外収益合計 1,224 1,123

営業外費用

支払利息 389 322

為替差損 557 388

その他 399 286

営業外費用合計 1,345 997

経常利益 2,040 3,722

特別損失

投資有価証券評価損 1,974 －

損害賠償金 246 －

特別損失合計 2,221 －

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△181 3,722

法人税、住民税及び事業税 △118 114

法人税等調整額 1,171 853

法人税等合計 1,053 967

少数株主利益 30 44

四半期純利益又は四半期純損失（△） △1,263 2,711
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 4,933 6,554

減価償却費 9,036 7,713

投資有価証券評価損益（△は益） 1,974 －

損害賠償損失 246 －

受取利息及び受取配当金 △648 △349

支払利息 739 679

持分法による投資損益（△は益） △619 △634

売上債権の増減額（△は増加） △5,476 △2,869

たな卸資産の増減額（△は増加） △6,673 4,190

仕入債務の増減額（△は減少） 2,003 7,963

その他 882 206

小計 6,398 23,452

利息及び配当金の受取額 1,558 804

利息の支払額 △739 △803

損害賠償金の支払額 △246 －

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △3,006 1,595

その他の支出 △1,138 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,826 25,048

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △9,325 △13,185

投資有価証券の売却による収入 598 2

その他 408 2

投資活動によるキャッシュ・フロー △8,319 △13,182

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 6,850 △2,797

長期借入れによる収入 615 300

長期借入金の返済による支出 △3,709 △5,736

配当金の支払額 △1,448 △1,246

少数株主への配当金の支払額 △18 △16

自己株式の取得による支出 △1,536 △9

その他 △7 △13

財務活動によるキャッシュ・フロー 747 △9,516

現金及び現金同等物に係る換算差額 △56 327

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △4,802 2,677

現金及び現金同等物の期首残高 21,371 29,450

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 16,569

※
 32,128
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【継続企業の前提に関する事項】

当第２四半期連結会計期間(自　平成21年７月１日　至　平成21年９月30日)

該当事項はありません。

　

【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

当第２四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日)

会計処理基準に関する事項の変更

　完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更

請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、「工事契約に関す

る会計基準」(企業会計基準第15号　平成19年12月27日)及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」(企業

会計基準適用指針第18号　平成19年12月27日)を第１四半期連結会計期間より適用し、第１四半期連結会計期間

に着手した工事契約から、当第２四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工

事については工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)を、その他の工事については工事完成基準を

適用しております。

　これによる売上高、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益への影響は軽微であります。なお、セグ

メント情報に与える影響は軽微であるため、記載を省略しております。

　

【表示方法の変更】

当第２四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年９月30日)

(四半期連結損益計算書関係)

前第２四半期連結累計期間において、営業外収益の「その他」に含めておりました「不動産賃貸料」（前第２

四半期連結累計期間501百万円）は、営業外収益総額の100分の20を超えたため、当第２四半期連結累計期間では区

分掲記しております。

　

当第２四半期連結会計期間
(自　平成21年７月１日
　至　平成21年９月30日)

(四半期連結損益計算書関係)

前第２四半期連結会計期間において、営業外収益の「その他」に含めておりました「不動産賃貸料」（前第２

四半期連結会計期間243百万円）は、営業外収益総額の100分の20を超えたため、当第２四半期連結会計期間では区

分掲記しております。

　

【簡便な会計処理】

当第２四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年９月30日)

該当事項はありません。

　

【四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理】

当第２四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年９月30日)

該当事項はありません。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日)

前連結会計年度末
(平成21年３月31日)

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、276,233百万円
であります。

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、267,775百万円
であります。

※２　有形固定資産の取得価額から、国庫補助金等及び保
険差益による圧縮記帳額1,151百万円が控除されて
おります。

※２　有形固定資産の取得価額から、国庫補助金等及び保
険差益による圧縮記帳額1,151百万円が控除されて
おります。

※３　のれん及び負ののれんは、両者を相殺した差額を表
示しております。

　　　なお、相殺前ののれん及び負ののれんの総額は次のと
おりであります。

のれん 1,640百万円

負ののれん 27百万円

のれん（純額） 1,613百万円

※３　のれん及び負ののれんは、両者を相殺した差額を表
示しております。

　　　なお、相殺前ののれん及び負ののれんの総額は次のと
おりであります。
のれん 1,979百万円

負ののれん 131百万円

のれん（純額） 1,848百万円

４　偶発債務

　保証債務残高

　　下記のとおり銀行借入等に対し、連帯保証を行ってお
ります。

被保証者名 摘要
金額
(百万円)

アメリカン・アクリルL.P. 関係会社 1,985

大光陸運(株) 〃 10

合計 ― 1,995
 

４　偶発債務

　保証債務残高

　　下記のとおり銀行借入等に対し、連帯保証を行ってお
ります。

被保証者名 摘要
金額
(百万円)

アメリカン・アクリルL.P. 関係会社 2,161

大光陸運(株) 〃 21

合計 ― 2,182
 

　

５　　受取手形割引高 417百万円

　　　受取手形裏書譲渡高 5百万円

　

５　　受取手形割引高 657百万円

　　　受取手形裏書譲渡高 5百万円

　

(四半期連結損益計算書関係)

前第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日)

 ※１
主な引当金繰入額は次のとおりであります。

 ※２
　 　 　 　

(1)賞与引当金 人件費 644百万円

　 繰入額 研究開発費 609百万円

　 　 　計 1,253百万円
　 　 　 　

(2)退職給付引当金 人件費 224百万円

　 繰入額 研究開発費 216百万円

　 (退職給付費用) 　計 440百万円
　

 ※１
主な引当金繰入額は次のとおりであります。

 ※２
　 　 　 　

(1)賞与引当金 人件費 575百万円

　 繰入額 研究開発費 601百万円

　 　 　計 1,176百万円
　 　 　 　

(2)退職給付引当金 人件費 243百万円

　 繰入額 研究開発費 314百万円

　 (退職給付費用) 　計 558百万円
　

　

前第２四半期連結会計期間
(自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日)

 ※１
主な引当金繰入額は次のとおりであります。

 ※２
　 　 　 　

(1)賞与引当金 人件費 326百万円

　 繰入額 研究開発費 309百万円

　 　 　計 635百万円
　 　 　 　

(2)退職給付引当金 人件費 115百万円

　 繰入額 研究開発費 106百万円

　 (退職給付費用) 　計 221百万円
　

 ※１
主な引当金繰入額は次のとおりであります。

 ※２
　 　 　 　

(1)賞与引当金 人件費 289百万円

　 繰入額 研究開発費 302百万円

　 　 　計 591百万円
　 　 　 　

(2)退職給付引当金 人件費 107百万円

　 繰入額 研究開発費 154百万円

　 (退職給付費用) 　計 261百万円
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日)

※ 現金及び現金同等物の当第２四半期連結累計期間末

残高と当第２四半期連結貸借対照表に掲記されている

科目の金額との関係

(平成20年９月30日)

 現金及び預金勘定 16,773百万円

 預入期間が３ヵ月を超える定期預金 △205百万円

 現金及び現金同等物 16,569百万円
 

※ 現金及び現金同等物の当第２四半期連結累計期間末

残高と当第２四半期連結貸借対照表に掲記されている

科目の金額との関係

(平成21年９月30日)

 現金及び預金勘定 32,327百万円

 預入期間が３ヵ月を超える定期預金 △200百万円

 現金及び現金同等物 32,128百万円
 

　

(株主資本等関係)

当第２四半期連結会計期間末（平成21年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間(自平成21年４月１日　

至平成21年９月30日)

１　発行済株式の種類及び総数

株式の種類
当第２四半期
連結会計期間末

普通株式(千株) 187,000

　

２　自己株式の種類及び株式数

株式の種類
当第２四半期
連結会計期間末

普通株式(千株) 9,002

　

３　新株予約権等に関する事項

  該当事項はありません。

　
４　配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成21年６月19日
定時株主総会

普通株式 1,246 7.00平成21年３月31日 平成21年６月22日 利益剰余金

　

(2) 基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会
計期間末後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成21年11月５日
取締役会

普通株式 1,246 7.00平成21年９月30日 平成21年12月７日 利益剰余金

　

５　株主資本の著しい変動に関する事項

　株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。
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(リース取引関係)

リース取引期末残高相当額の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動が認められない

ため、記載する事項はありません。

　

(有価証券関係)

有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい

変動が認められないため、記載する事項はありません。

　

(デリバティブ取引関係)

ヘッジ会計が適用されているものについては記載対象から除いているため、記載する事項はありま

せん。

　

(ストック・オプション等関係)

該当事項はありません。
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

前第２四半期連結会計期間(自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日)

　

　
基礎化学品
(百万円)

機能性化学品
(百万円)

環境・触媒
(百万円)

合計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高 　 　 　 　 　 　

　(1) 外部顧客に対する
      売上高

36,443 42,320 10,157 88,919 ― 88,919

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

9,946 541 639 11,126(11,126) ―

計 46,389 42,861 10,796100,045(11,126)88,919

営業利益又は営業損失(△) 1,250 654 211 2,116 45 2,161

(注)　１　事業区分は、事業の種類・性質の類似性等を勘案して決定しております。
２　各事業区分の主な製品

(1) 基礎化学品事業アクリル酸、アクリル酸エステル、酸化エチレン、エチレングリコール、エタノール

アミン、高級アルコール、グリコールエーテル

(2) 機能性化学品事業高吸水性樹脂、医薬中間原料、コンクリート混和剤用ポリマー、電子情報材料、よう

素、無水マレイン酸、粘接着剤・塗料用樹脂、樹脂成形品、粘着加工品

(3) 環境・触媒事業自動車触媒、脱硝触媒、ダイオキシン類分解触媒、プロセス触媒、排ガス処理装置

　

当第２四半期連結会計期間(自　平成21年７月１日　至　平成21年９月30日)

　

　
基礎化学品
(百万円)

機能性化学品
(百万円)

環境・触媒
(百万円)

合計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高 　 　 　 　 　 　

　(1) 外部顧客に対する
      売上高

23,877 31,896 2,671 58,444 ― 58,444

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

5,455 301 444 6,200 (6,200) ―

計 29,332 32,197 3,115 64,644 (6,200)58,444

営業利益又は営業損失(△) 1,176 2,272 80 3,528 67 3,596

(注)　１　事業区分は、事業の種類・性質の類似性等を勘案して決定しております。
２　各事業区分の主な製品

(1) 基礎化学品事業アクリル酸、アクリル酸エステル、酸化エチレン、エチレングリコール、エタノール

アミン、高級アルコール、グリコールエーテル

(2) 機能性化学品事業高吸水性樹脂、医薬中間原料、コンクリート混和剤用ポリマー、電子情報材料、よう

素、無水マレイン酸、粘接着剤・塗料用樹脂、樹脂成形品、粘着加工品

(3) 環境・触媒事業自動車触媒、脱硝触媒、ダイオキシン類分解触媒、プロセス触媒、排ガス処理装置
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前第２四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日)

　

　
基礎化学品
(百万円)

機能性化学品
(百万円)

環境・触媒
(百万円)

合計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高 　 　 　 　 　 　

　(1) 外部顧客に対する
      売上高

71,915 80,555 19,617172,088 ― 172,088

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

19,809 1,015 1,613 22,437(22,437) ―

計 91,725 81,570 21,230194,525(22,437)172,088

営業利益又は営業損失(△) 3,536 1,668 1,066 6,271 (452) 5,820

(注)　１　事業区分は、事業の種類・性質の類似性等を勘案して決定しております。
２　各事業区分の主な製品

(1) 基礎化学品事業アクリル酸、アクリル酸エステル、酸化エチレン、エチレングリコール、エタノール

アミン、高級アルコール、グリコールエーテル

(2) 機能性化学品事業高吸水性樹脂、医薬中間原料、コンクリート混和剤用ポリマー、電子情報材料、よう

素、無水マレイン酸、粘接着剤・塗料用樹脂、樹脂成形品、粘着加工品

(3) 環境・触媒事業自動車触媒、脱硝触媒、ダイオキシン類分解触媒、プロセス触媒、排ガス処理装置

３　会計基準等の変更

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法の変更

　「四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載のとおり、通常の販売目的で保

有するたな卸資産については、従来、主として移動平均法に基づく低価法により評価しておりましたが、第

１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５

日）が適用されたことに伴い、主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低

下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。

　この結果、従来の方法によった場合に比べ、当第２四半期連結累計期間における営業利益は、基礎化学品

事業で14百万円、機能性化学品事業で172百万円それぞれ減少し、環境・触媒事業で495百万円増加してお

ります。

(2) 追加情報

　「追加情報」に記載のとおり、当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正を契機に機械装置の耐用年数

の見直しを行い、第１四半期連結会計期間より改正後の法定耐用年数に変更しております。

　この結果、従来の方法によった場合に比べ、当第２四半期連結累計期間における営業利益は、基礎化学品

事業で155百万円、機能性化学品事業で61百万円、環境・触媒事業で１百万円、それぞれ増加しております。

　

当第２四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年９月30日)

　

　
基礎化学品
(百万円)

機能性化学品
(百万円)

環境・触媒
(百万円)

合計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高 　 　 　 　 　 　

　(1) 外部顧客に対する
      売上高

45,001 63,634 4,964 113,598 ― 113,598

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

9,546 633 692 10,870(10,870) ―

計 54,546 64,267 5,656 124,469(10,870)113,598

営業利益又は営業損失(△) 2,190 4,056 △ 367 5,878 15 5,893

(注)　１　事業区分は、事業の種類・性質の類似性等を勘案して決定しております。
２　各事業区分の主な製品

(1) 基礎化学品事業アクリル酸、アクリル酸エステル、酸化エチレン、エチレングリコール、エタノール

アミン、高級アルコール、グリコールエーテル

(2) 機能性化学品事業高吸水性樹脂、医薬中間原料、コンクリート混和剤用ポリマー、電子情報材料、よう

素、無水マレイン酸、粘接着剤・塗料用樹脂、樹脂成形品、粘着加工品

(3) 環境・触媒事業自動車触媒、脱硝触媒、ダイオキシン類分解触媒、プロセス触媒、排ガス処理装置
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【所在地別セグメント情報】

前第２四半期連結会計期間(自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日)

　

　
日本
(百万円)

欧州
(百万円)

アジア
(百万円)

その他の
地域
(百万円)

合計
(百万円)

消去又は
全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高 　 　 　 　 　 　 　

(1) 外部顧客に対する
売上高

63,54111,5389,034 4,80788,919 ― 88,919

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

8,820 25 400 188 9,433(9,433) ―

計 72,36111,5639,434 4,99598,353(9,433)88,919

営業利益又は営業損失(△) 2,246△ 122 124 △ 716 1,531 630 2,161

(注)　１　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。
２　本邦以外の区分に属する主な国又は地域

(1) 欧州 ……………ベルギー

(2) アジア ……………シンガポール、インドネシア、中国

(3) その他の地域 北米………米国

　

当第２四半期連結会計期間(自　平成21年７月１日　至　平成21年９月30日)

　

　
日本
(百万円)

欧州
(百万円)

アジア
(百万円)

その他の
地域
(百万円)

合計
(百万円)

消去又は
全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高 　 　 　 　 　 　 　

(1) 外部顧客に対する
売上高

41,8647,857 5,523 3,20058,444 ― 58,444

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

6,444 17 35 19 6,516(6,516) ―

計 48,3087,874 5,558 3,22064,960(6,516)58,444

営業利益又は営業損失(△) 2,800 105 246 △ 68 3,081 514 3,596

(注)　１　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。
２　本邦以外の区分に属する主な国又は地域

(1) 欧州 ……………ベルギー

(2) アジア ……………シンガポール、インドネシア、中国

(3) その他の地域 北米………米国
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前第２四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日)

　

　
日本
(百万円)

欧州
(百万円)

アジア
(百万円)

その他の
地域
(百万円)

合計
(百万円)

消去又は
全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高 　 　 　 　 　 　 　

(1) 外部顧客に対する
売上高

125,73022,11415,5368,707172,088 ― 172,088

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

18,473 36 880 204 19,593(19,593)―

計 144,20322,15116,4158,911191,681(19,593)172,088

営業利益又は営業損失(△) 6,139 △ 16 281△ 1,0145,390 429 5,820

(注)　１　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。
２　本邦以外の区分に属する主な国又は地域

(1) 欧州 ……………ベルギー

(2) アジア ……………シンガポール、インドネシア、中国

(3) その他の地域 北米………米国

３　会計基準等の変更

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法の変更

　「四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載のとおり、通常の販売目的で保

有するたな卸資産については、従来、主として移動平均法に基づく低価法により評価しておりましたが、第

１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５

日）が適用されたことに伴い、主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低

下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。

　この結果、従来の方法によった場合に比べ、当第２四半期連結累計期間における営業利益は、日本で310百

万円増加しております。

(2) 追加情報

　「追加情報」に記載のとおり、当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正を契機に機械装置の耐用年数

の見直しを行い、第１四半期連結会計期間より改正後の法定耐用年数に変更しております。

　この結果、従来の方法によった場合に比べ、当第２四半期連結累計期間における営業利益は日本で217百

万円増加しております。

　

当第２四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年９月30日)

　

　
日本
(百万円)

欧州
(百万円)

アジア
(百万円)

その他の
地域
(百万円)

合計
(百万円)

消去又は
全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高 　 　 　 　 　 　 　

(1) 外部顧客に対する
売上高

80,01216,54910,1156,922113,598 ― 113,598

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

11,243 41 56 38 11,377(11,377)―

計 91,25516,59010,1716,959124,976(11,377)113,598

営業利益又は営業損失(△) 4,902 321 110 304 5,638 255 5,893

(注)　１　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。
２　本邦以外の区分に属する主な国又は地域

(1) 欧州 ……………ベルギー

(2) アジア ……………シンガポール、インドネシア、中国

(3) その他の地域 北米………米国
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【海外売上高】

前第２四半期連結会計期間(自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日)

　

　 アジア 欧州 北米 その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高(百万円) 14,397 12,825 6,595 5,140 38,958

Ⅱ　連結売上高(百万円) 　 　 　 　 88,919

Ⅲ　連結売上高に占める
　　海外売上高の割合(％)

16.2 14.4 7.4 5.8 43.8

(注)　１　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。
２　各区分に属する主な国又は地域

(1) アジア ……………東アジア及び東南アジア諸国

(2) 欧州 ……………ヨーロッパ諸国

(3) 北米 ……………北アメリカ諸国

(4) その他の地域 ……………アジア、欧州、北米及び本邦を除く国又は地域

３　海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高の合計金額であります。

　

当第２四半期連結会計期間(自　平成21年７月１日　至　平成21年９月30日)

　

　 アジア 欧州 北米 その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高(百万円) 9,695 8,891 4,777 3,866 27,229

Ⅱ　連結売上高(百万円) 　 　 　 　 58,444

Ⅲ　連結売上高に占める
　　海外売上高の割合(％)

16.6 15.2 8.2 6.6 46.6

(注)　１　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。
２　各区分に属する主な国又は地域

(1) アジア ……………東アジア及び東南アジア諸国

(2) 欧州 ……………ヨーロッパ諸国

(3) 北米 ……………北アメリカ諸国

(4) その他の地域 ……………アジア、欧州、北米及び本邦を除く国又は地域

３　海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高の合計金額であります。
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前第２四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日)

　

　 アジア 欧州 北米 その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高(百万円) 28,332 24,782 11,895 9,345 74,354

Ⅱ　連結売上高(百万円) 　 　 　 　 172,088

Ⅲ　連結売上高に占める
　　海外売上高の割合(％)

16.5 14.4 6.9 5.4 43.2

(注)　１　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。
２　各区分に属する主な国又は地域

(1) アジア ……………東アジア及び東南アジア諸国

(2) 欧州 ……………ヨーロッパ諸国

(3) 北米 ……………北アメリカ諸国

(4) その他の地域 ……………アジア、欧州、北米及び本邦を除く国又は地域

３　海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高の合計金額であります。

　

当第２四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年９月30日)

　

　 アジア 欧州 北米 その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高(百万円) 19,303 18,524 9,486 7,312 54,625

Ⅱ　連結売上高(百万円) 　 　 　 　 113,598

Ⅲ　連結売上高に占める
　　海外売上高の割合(％)

17.0 16.3 8.4 6.4 48.1

(注)　１　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。
２　各区分に属する主な国又は地域

(1) アジア ……………東アジア及び東南アジア諸国

(2) 欧州 ……………ヨーロッパ諸国

(3) 北米 ……………北アメリカ諸国

(4) その他の地域 ……………アジア、欧州、北米及び本邦を除く国又は地域

３　海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高の合計金額であります。

　

(企業結合等関係)

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

１  １株当たり純資産額

　
当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日)

前連結会計年度末
(平成21年３月31日)

　 　

　 868.93円
　

　 　

　 831.11円
　

　
(注)　１株当たり純資産額の算定上の基礎は次のとおりであります。

　
当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日)

前連結会計年度末
(平成21年３月31日)

純資産の部の合計額(百万円) 158,542 151,662

純資産の部の合計額から控除する
金額(百万円)

3,874 3,717

　(うち少数株主持分) (3,874) (3,717)

普通株式に係る純資産額(百万円) 154,668 147,944

１株当たり純資産額の算定に
用いられた普通株式の数(千株)

177,997 178,008

　

２　１株当たり四半期純利益金額等

　
前第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年９月30日)

１株当たり四半期純利益金額 11.41円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額に
ついては、潜在株式が存在しないため、記載しておりま
せん。
　

１株当たり四半期純利益金額 22.26円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額に
ついては、潜在株式が存在しないため、記載しておりま
せん。
　

　
(注)　１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、次のとおりであります。

　
前第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年９月30日)

四半期純利益(百万円) 2,054 3,963

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式に係る四半期純利益
(百万円)

2,054 3,963

普通株式の期中平均株式数(千株) 180,054 178,002
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前第２四半期連結会計期間
(自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自　平成21年７月１日
　至　平成21年９月30日)

１株当たり四半期純損失金額 7.04円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額に
ついては、１株当たり四半期純損失を計上しており、ま
た、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。
　

１株当たり四半期純利益金額 15.23円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額に
ついては、潜在株式が存在しないため、記載しておりま
せん。
　

　
(注)　１株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額の算定上の基礎は、次のとおりであります。

　
前第２四半期連結会計期間
(自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自　平成21年７月１日
　至　平成21年９月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△）
(百万円)

△ 1,263 2,711

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式に係る四半期純利益
又は四半期純損失（△）(百万円)

△ 1,263 2,711

普通株式の期中平均株式数(千株) 179,481 178,000

　

　

２ 【その他】

平成21年11月５日開催の取締役会において、平成21年９月30日の最終の株主名簿に記載又は記録され

た株主に対し、次のとおり剰余金の配当を行うことを決議いたしました。

　

配当金の総額 1,246百万円

１株当たり中間配当額 7.00円

支払請求権の効力発生日及び支払開始日 平成21年12月７日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成20年11月10日

株式会社日本触媒

取締役会　御中

　

新日本有限責任監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　伊　藤　裕　幸　　印

　

指定有限責任社員
業務執行社員  

　 公認会計士　　吉　田　敏　宏　　印

　

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式

会社日本触媒の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間(平

成20年７月１日から平成20年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成20年９

月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期

連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経

営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社日本触媒及び連結子会社の平成20年

９月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経

営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事

項がすべての重要な点において認められなかった。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　
 
(注) １　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成21年11月９日

株式会社日本触媒

取締役会　御中

　

新日本有限責任監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　伊　藤　裕　幸　　印

　

指定有限責任社員
業務執行社員  

　 公認会計士　　吉　田　敏　宏　　印

　

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式

会社日本触媒の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間(平

成21年７月１日から平成21年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21年９

月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期

連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経

営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社日本触媒及び連結子会社の平成21年

９月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経

営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事

項がすべての重要な点において認められなかった。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　
 
(注) １　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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